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はじめに

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人の変
わらない願いであり、心のつながりや相互に理解・尊重し合う土壌を育み、心豊かな社
会を形成するものです。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、あらゆるものの意
義やあり方が問い直されている今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、
これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させること、そして、新たな文
化芸術の創造を進めていくことが必要です。

新たに策定した「松本市文化芸術推進基本計画」は、基本構想 2030が掲げる「一人
ひとりが豊かさと幸せを実感できるまち」を実現するため、「豊かさを育む文化芸術の
推進」に取り組むための、向こう 10年間の具体的な計画です。

有識者や活動者らで構成する松本市文化芸術振興審議会で検討を重ね、この計画で目
指す松本市の姿を「文化芸術で人と人がつながり、まちに魅力と活気があふれる三ガク
（岳・楽・学）都・松本」に決定しました。審議会の委員や市民の皆さんからいただい
た意見をもとに、文化芸術の振興にとどまらず、共に生きる社会の基盤形成、経済を含
む創造的な諸活動の創出といった、社会的な波及効果をもたらすことを視野に入れた計
画となりました。

時代の転換期を迎えている今だからこそ、この計画を通じて松本の歴史や自然にさら
なる磨きをかけ、新たな文化芸術の創造を目指します。心豊かな生活と活力ある社会の
実現を図り、「一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまち」をつくるため、日々取り
組みを進めていきます。

　令和 4年 3月

松本市長　臥雲　義尚
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例 言

１ 本計画の編集・執筆は、松本市文化観光部文化振興課が行いました。
２ 本計画に掲載した画像は、特に出典の記載がないものは、松本市関係部局から
提供されたものです。

３ 第４章 資料編アンケート結果の分析・作図について、松本市文化芸術振興
審議会の宮嶋弘樹委員にご協力いただきました。
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１　歴 史
松本市域に人が暮らし始めたことを確認できるのは、旧石器時代のことで、この時代の石器が市内で発

掘されています。
縄文時代から古墳時代の遺跡が松本市内には数多くあり、なかでも3世紀末頃の築造とされる弘法山古
墳は、東日本でも最も古い古墳の一つであり国史跡に指定されています。
平安時代には信濃国府が設けられ、鎌倉時代は信濃国守護の所在地でした。
安土桃山時代（織豊期）になると、小笠原貞

さだよし

慶は深志城の名を松本城と改め、これ以降、松本の地名が
用いられるようになりました。
江戸時代には松本藩の城下町として栄え、今日の都市形成の礎を成しました。松本藩最後の藩主は戸田

家9代の光
みつひさ

則で、明治時代になると光則が廃仏毀釈を積極的に行い、多くの仏像や什物が廃棄されました。
明治4（1871）年に長野県の中南信地方と岐阜県高山地方を範囲とする筑摩県が誕生し、松本城二の丸
御殿跡に県庁を置きました。しかし、明治9（1876）年に筑摩県庁舎が火災で焼失すると、中南信地方は
長野県に、高山地方は岐阜県に合併され、筑摩県は廃止されました。
廃藩置県により政治の場としての機能を失った松本城は、明治5（1872）年に売りに出され、取壊しの

危機にさらされました。この時、下横田町の副戸長をしていた市川量造らは、自らの資金や人々からの寄附
などによって、松本城天守を買い戻し、破却の危機から救いました。破却を免れたものの、松本城は、天
守の荒廃が進みました。当時、松本城二の丸地籍に校舎があった松本中学校の校長小林有也はその姿を憂い、
有志とともに天守閣保存会を設立して、明治36（1903）年から大正2（1913）年にかけて、松本城天守
の修理工事を行い荒廃から天守を守りました。
明治40（1907）年には、市制施行により松本町が松本市となり、初代市長に小

お り

里頼
よりなが

永が就任しました。
市長在職中は、県庁移庁期成同盟の陣頭指揮をとり、歩兵第五十連隊、日本銀行松本支店、松本高等学校
などの誘致運動の中心となりました。
松本の人々は進取の精神に富み、近代化を受けて松本の城下町の景観は大きく変貌しました。その中で、

洋風建築や看板建築の商家などの近代的な建物や、旧長野地方裁判所松本支部庁舎（重要文化財）などが
建築されました。

6

エリ穴遺跡　市重要文化財（出土品）
（縄文時代、内田）
松本平を代表する縄文時代後晩期の遺跡
全国最多となる 2,643 点の土製耳飾のほか、人面付土版など多数の土製品・石製品が出土し、全国的な注目を集めた。
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弘法山古墳　国史跡
（古墳時代、並柳）
３世紀末の前方後方墳で東日本でも最古級の古墳

殿村遺跡
（室町時代、四賀）
大規模な造成跡から、石垣や石列、礎石建物跡、瀬戸産や
中国産の陶磁器、茶道具など、貴重な遺構・遺物が多数見
つかる。

田村堂　国重要文化財
（室町時代、波田）
信州日光「若澤寺」の遺構

大宮熱田神社　国重要文化財
（本殿は室町時代、梓川）
本殿は、室町時代建立の一間社流造り

針塚古墳　県史跡
（弥生時代、里山辺）
市内唯一の積石塚（つみいしづか）古墳

木造薬
やくしにょらい

師如来坐
ざぞう

像　国重要文化財
（平安時代、内田）
藤原時代の流麗で豊かな彫刻が特徴
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松本城天守　国宝
（安土桃山時代（織豊期）、丸の内）
長野県松本市のシンボルである松本城は、今から約 430 年前に築造され、北アルプスを借景とする 5重 6階の重厚な松
本城天守は、現存 12天守の一つであり、国宝指定された 5天守の一つとして日本を代表する城郭建築

若
わかみやはちまん

宮八幡社
しゃほんでん

本殿　国重要文化財
（安土桃山時代（織豊期）、筑摩）
かつての松本城鎮守社

高橋家住宅　市重要文化財
（江戸時代、開智）
松本市内に現存する数少ない武家住宅のひとつ
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松商学園高等学校　国登録有形文化財
（昭和、県

あがた

）©学校法人…松商学園…松商学園高等学校
国の登録有形文化財に登録されているのは、本館、講堂、
柔剣道場の 3棟

旧松本高等学校　国重要文化財
（大正、県

あがた

）
官立の旧制高等学校。現在はあがたの森文化会館として保
存活用されている。

旧開智学校　国宝
（明治、開智）
現在は女鳥羽川沿いから移築され、教育博物館として保存
活用している。

旧長野地方裁判所松本支部庁舎　国重要文化財
（明治、島立）
明治 41（1908）年建築の明治期を代表する近代和風建築。
旧憲法下の法廷で現存する唯一の建物。現在は、松本城二
の丸御殿跡から移築され、松本市歴史の里で保存活用され
ている。

松本深志高等学校　国登録有形文化財
（昭和、蟻ケ崎）©長野県松本深志高等学校
国の登録有形文化財に登録されているのは、管理普通教室
棟と講堂の 2棟

旧山辺学校　県宝
（明治、里山辺）
開智学校の「ギヤマン学校」に対し「障子学校」と呼ばれた。



第１章　松本市を特徴付ける文化

２　風 土
松本市は、西に北アルプス、東に美ケ原高原と美しい景観が広がり、様々な河川の流入により扇状地が
形成されています。このような豊かな自然がもたらす湧水や温泉などの恵みが松本独自の文化の要素の一
つとなっています。
松本市の気候は、日較差・年較差が大きいことや湿度が低く日照時間が長いことが特徴で、果樹等の栽

培も盛んです。
松本の城下町から延びる街道沿いには、交通の要衝に在

ざいごうまち

郷町が形成され、城下町へ出入りする人々により、
様々な文化や産物がもたらされました。これらの町は周辺の村落と経済圏を形成し、地域ごとに特色ある
生活が営まれ、野麦峠沿いの奈川地区や安曇地区では、飛騨地方から伝播した独特の野菜が今も栽培され
るなど、独特の食文化をかたちづくってきました。
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美ヶ原高原
（入山辺）
八ケ岳中信高原国定公園の最北に位置する日本一広い高原
台地を誇る高原

常念岳
松本から見える北アルプスのシンボル的存在

乗鞍エコーライン
（安曇）
自動車道路の日本最高標高地点を走る。

上高地　特別名勝及び特別天然記念物
（安曇）
特別名勝及び特別天然記念物は、上高地・黒部峡谷の2カ所
のみ
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中町通り
（中央）
善光寺街道沿いの問屋街として発展してきた。明治 21
年の大火により多くの家屋が焼失したが、焼け野原に残っ
た「蔵」が耐火建築物として見直され、現在でもその一
部を残し、街なみとして歴史の面影を現在に伝えている。

大名町通り
（大手３丁目）
千歳橋には大手門があり、そこから城まで大名小路、重臣
の屋敷地であった。

嘉門次小屋　国登録有形文化財（建造物）
（大正、安曇）
山岳ガイドの先駆け、上條嘉門次に由来する山小屋。
囲炉裏の間は登録文化財となっている。

本町通り
（中央２丁目）
公儀御用のための宿泊施設である御使者宿が設けられるな
ど、松本宿として栄えた。

徳
とくごうとうげ

本峠小屋
…（安曇）
松本盆地から上高地に至る、登山道の最高点にあたる徳本
峠に建つ山小屋
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本棟造りの民家
（内田他）
中南信地方にのみ分布している建築様式
財を成した豪農などの民家で、板葺で切妻造りであり、
妻のある方に入口があるという特徴がある。

浅間温泉
（浅間）
町時代には深志城（現在の松本城）の庇護を受け、江戸時
代には城主の御殿湯が設けられた歴史ある温泉

白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石　国特別天然記念物
（安曇）
温泉に由来する沈殿物が作り出す景観

源智の井戸
（中央）
周囲を山々に囲まれた複合扇状地の松本市街地は、豊富な
地下水がいたる所に湧き出している。特に「源智の井戸」は、
江戸時代、当国第一の名水と称賛され歴代領主の保護を受
けた。

白骨温泉
…（安曇）
鎌倉時代に既に湧き出していたと伝わり、乳白色で弱酸性
の源泉かけ流しの秘湯として人気



信州味噌

全国の味噌生産量の50％以上を占める長野県の中で
も、松本は県内有数の「信州味噌」の産地。昔なが
らの製法で作られている。



花見の御柱（梓川）

１月１日の早朝子どもたち
が３カ所にある道祖神碑に
それぞれお参りし、その帰
りに大人を起こして歩く。
その後、大人たちが集まっ
てきて、御神酒をいただき、
身を清めてから子どもたち
と、日の出とともに太陽の
方向に向けて御柱を立てる。
その後、１月５日の早朝に
御柱は倒される。
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月遅れのひな祭り（４月３日）　©三村隆彦
松本では江戸中期に京都から伝わった押絵雛づくりが、文
化・文政期から天保期（1804～1844年）に武家の内職とし
て始まった。昭和初期に技術が途絶えたが、戦後その技法が
復活され、現在では特に海外で人気が高い。今でもこの時期
になると、ひな人形の押絵雛をみることができる。

里山辺お船祭り（5月4、5日）

須
す す き

々岐水
がわ

神社のお祭り。各町会から９隻のお船が曳き出さ
れ、田植えの時期、秋の豊作を祈願し行われる。市内には、
他地区にもお船の舞台が残る。安曇野市の穂高神社で行わ
れる「お船祭り」は、北九州がルーツとされる安曇族にち
なむ祭りで、内陸部で海に縁のある祭りがあることは、こ
うした影響も考えられるといわれる。

縄張りのある風景
松本では、神社のお祭りの際に、氏子の家など神社周辺一
帯に白い御幣を垂らした縄を張り巡らす風習が今も残って
おり、他地域にはあまりみられない特徴の一つ。

深志神社「天神祭」（7月24、25日）
商都松本を担った商人たちは皆、深志神社の氏子であり、
江戸時代から町毎に舞台をつくった。現在16台の舞台と神
輿2基が保存され、天神祭で曳きまわしが行われる。

島立堀米の裸祭り（7月第1土・日曜日）
江戸時代中期の疫病流行からムラを守るために愛知の津島
神社から津島様をお迎えし、村境を練り歩いたのが始まり。
島立地区の堀米町会にある津島神社のお祭りで、子どもた
ちが、晒し木綿のもっこふんどし姿になり、疫病退散、五
穀豊穣、厄除けなどを津島神社にお参りする。
その後、紙のぼりをかざし、大きな声をかけながら集落の
中を巡り、津島神社に戻る全国的にも珍しい民俗行事

島内の鳥居火（4月14日～16日）
城山の西斜面で島内の大宮神社と武宮神社の春祭りに行わ
れる伝統神事。参加者がたいまつを持ち、五穀豊穣や家内
安全等の願いを込める。
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ぼんぼんと青山様（8月上旬～お盆前）
武家地から始まったとされる伝統行事。12、3歳までの女児が数人ずつ手をつなぎ、小さい順に横に2、3列をなして唄を歌っ
て歩く七夕踊りが「ぼんぼん」。起源は不明だが、江戸や大坂でも行われていたものが廃れずに残ったもので、祖先の霊を誘
うための行事といわれる。他の町会の行列と出会い、喧嘩になると男の子たちが喧嘩を買って出たことから、明治時代になり「青
山様」（杉の葉を盛った「青山仕立て」の神輿にその名は由来）が加わった。

内田のササラ踊り（8月中旬）
はるか昔、内田地区に、官牧が置かれていた時代、人々が育
んだ献上馬を送り出す時の「身振りと手振り」から踊りがで
きたといわれる。後に牛伏寺の信仰と関わりをもったとも。
竹片を束ねたササラを擦りながら、「内田小唄」に合わせて
伝承されている盆踊り

「松本ぼんぼん」（8月上旬）
松本市を代表する夏の一大イベント。歩行者天国となった市
内の中心街で、参加者はお揃いの格好に身を包み、市内の地
名などを盛り込んだ軽快なサンバのリズムの歌に乗って踊る。

松本七夕人形飾り風景（8月上旬～お盆）
信州や越後では、江戸時代から七夕行事（月遅れの８月）に、
人形を軒先につるして飾る風習があった。松本地方の七夕人
形は、板製、紙製と様々で、板のものは着物を着せて飾って
いた。いずれも男女の顔が描かれているのが特徴。市立博物
館が所有する七夕人形コレクションは、国の重要有形民俗文
化財に指定されている。　©三村隆彦
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奈川獅子（9月第1土曜日）
奈川寄合渡にある天宮大明神の秋祭りで行われる獅子舞
大正時代の初期に北陸富山から伝えられたという獅子舞で、
人々を苦しめた大獅子を仕留める舞が夜の境内で繰り広げら
れる。　　

浅間温泉たいまつ祭り（10月上旬）
五穀豊穣と人々の安泰を願って行われる御射神社春宮の火祭
りで、採り入れ後の麦わらでつくったたいまつの煙に乗って、
4㎞ほど奥の秋宮に帰られるという奉納行事。たいまつは50
本ほど。長さ３m余、直径２m以上もある大きなものもあり、
燃え上がるたいまつを持ってかけ声をかけながら練り歩く。

松本民芸家具
豊かな森林と乾燥した気候という環境と「民
藝運動」の影響を受け、美しく堅牢で使うほ
どに味わい深い家具が生まれた。こうした家
具が「松本民芸家具」と呼ばれ、現在でも
製作が続けられている。

松本てまり
江戸時代に流行った手まりが、参勤交代で各地の城下町
に伝わり、その技法が松本にも伝えられたもの。木綿の
白糸を巻いて彩り豊な色糸で絡げた美しさが特徴

道祖神（各地）
集落の護りとして男女一対の石造物が数多く
点在する。

ミキノクチ
年末に神棚に供える御神酒を入れた徳利にさして飾る縁起
物。江戸時代の末から松本地方で始まった習俗で当時は武士
の内職として行われていた。



第１章　松本市を特徴付ける文化

４　イベント
松本市は、手仕事の職人が多く住む城下町として栄え、独自の文化を育んできました。
戦後、「民藝運動」をきっかけに「松本民芸館」や「松本民芸家具」が誕生し、その後、全国からものづ

くりを志す若者が集まるようになりました。
また、松本市は、世界的に著名な演奏家を輩出しているスズキ・メソード発祥の地でもあります。
こうした土壌から、現在の松本市は、工芸の五月・クラフトフェアまつもと、セイジ・オザワ…松本フェスティ
バル（OMF）、信州・まつもと大歌舞伎、まつもと街なか大道芸等の優れた文化芸術を国内外に発信する
まちとして展開しています。
これらのイベントの多くが、ボランティアや市民サポーターに支えられている点も大きな特徴です。
四季折々に行われる多彩な文化芸術イベントが、まちに潤いと活気をもたらし、文化芸術が本市の魅力
の一つになっています。
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国宝松本城太鼓まつり（松本城公園、7月）
国宝松本城を背景に、全国から集まった太鼓団体と地元松
本市の太鼓団体による演奏

クラフトフェアまつもと
（あがたの森公園、5月下旬）
全国各地から様々なジャンルの工芸作家が出展する国内屈
指の野外クラフトイベント

国宝松本城「薪能」　（松本城公園、8月）
かがり火が照らす幽玄の世界

信州・まつもと大歌舞伎
（まつもと市民芸術館、6～７月）　©山田毅
まつもと市民芸術館の串田和美総監督が手がけてきたコクー
ン歌舞伎に、“まつもとならでは”の演出を加えて上演される
もの。
まち全体で歌舞伎を盛り上げようと、企画段階から市民が関
わり、ボランティアとして市民サポーター約400人が携わる。



まつもと街なかジャズフェスティバル

（中心市街地、９月） Ⓒ山田毅

松本城を中心とした松本の街がステージに変わり、街なかに
音楽、ジャズがあふれるフェスティバル

松本城公園や花時計公園など全５カ所で一流のミュージシャ
ンが演奏し、大道芸人が花を添える。



基本計画では、「松本らしさ」を松本の歴史、風土、文化が育んできた他にはない特徴と捉え、
次のものを代表例と考えました。皆さんはどのようなものを「松本らしさ」と考え、どのような「松
本らしさ」を継承・創造したいと考えますか？

⑴　松本城及び城下町の歴史文化景観と習俗
⑵　道祖神等に代表される周辺集落、野麦街道、善光寺街道等に残る街並み等の歴史文化景観と習俗
⑶　城下町、内陸地であることに由来する産業、食文化
⑷　北アルプス等の山岳景観とその恵み（湧水、温泉）、登山文化
⑸　教育を重んじる気風と進取の気質
⑹　多彩なイベント、優れた文化芸術に触れられる多くの機会
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三ガク都
松本市の特性を示す用語として、平成 17（2005）年の 4 村（四賀村・安曇村・奈川村・梓川村）

合併以後使用されている呼び方で、三ガク都とは、山岳の「岳都」、学びの「学都」、音楽・芸術の「楽都」
の三つのガク都のこと。特に平成19（2007）年の市制施行100周年から多く用いられるようになり、
基本構想 2030 では、
「岳 : 自然豊かな環境に感謝し　楽 : 文化・芸術を楽しみ　学 : 共に生涯学び続ける」

ことにより、三ガク都に象徴される松本らしさを「シンカ」（進化・深化）をさせることを基本理
念としている。

藩校・崇
そうきょうかん

教館と寺子屋
崇教館は、藩主戸田光行（1769-1840）が藩士及びその子弟に文武の道を学ばせるために寛政

5（1793）年に設立した藩校。現在の松本市役所本庁舎と日本銀行松本支店との間付近の三の丸
柳町にあって、生徒数は文政・天保期（1818-1844）で約 60 人、松本藩学に改組された明治 3（1870）
年には 300 人余を超えたとされている。明治 6（1873）年の学制発布による開智学校開校で役割
を終えた。

一方、江戸時代中期以降、庶民の教育機関となった私塾や寺子屋は、天保年間（1830-1844 年）
にピークを迎え、全国一多かった長野県の中でも、松本は特に多かったと言われ、維新期には判
明するもので 110 を数えたとされている。

民藝運動
柳
やなぎ

宗
むねよし

悦（1889-1961）が大正時代に提唱した運動。日本各地にある焼き物、染織、漆器、木竹工等、
美術史が正当に評価してこなかったものに光を当て「無名の職人が作る生活用品にこそ美がある」
という考えのもと、失われていく日本の伝統的な文化を案じ、近代化 = 西洋化という安易な流れ
に警鐘を鳴らした。

古くから手仕事の職人が多く住んだ松本市では、第 2 次世界大戦後、民藝による戦後の復興を
目指し、民藝の思想を実践する活動が三

み よ さ わ

代澤本
もとじゅ

寿（1909-2002）、丸山太郎（1909-1985）、池田
三四郎（1909-1999）等を中心に、家具や木工、手織紬等の分野で展開された。柳もこの運動に
携わり「民藝のまち・松本」の礎を築いた。

スズキ・メソード
「能力は生まれつきではない」、「どの子も育つ。育て方ひとつ」という考えに基づいて、幼児

期から楽しみながら知らず知らずのうちに上達していくという鈴木鎮一（1898-1998） の創始し
た音楽教育法で、海外でも大きな反響を呼んだ。この出発点が、昭和 21（1946） 年に設立され
た「松本音楽院」で、昭和 26（1951） 年から自宅として使用された建物は、現在「鈴木鎮一記
念館」として保存され、その功績を伝えている。

まつもと文芸キーワード①



第２章　文化芸術基本計画
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１ 基本計画の一部改訂の目的 

 文化芸術基本法（平成１３年法律第１４８号）第７条の２第１項では、地方公共

団体は国の文化芸術推進基本計画を参酌し、地方の実情に即した文化芸術の推進に

関する計画を定めるよう規定されています。 

令和５（２０２３）年３月に文化芸術推進基本計画及び長野県文化芸術振興計画

が改訂されたことや、社会状況の急激な変化への対応から、計画期間の途中ではあ

りますが、松本市文化芸術推進基本計画（以下「基本計画」という。）を効果的か

つ着実に実施するために、国、県の計画の趣旨を踏まえ、第２章及び第３章の内容

について必要な改訂を行いました。 

 目指すべき姿や目標は踏襲することとし、表現や具体的施策の改正を行うことで、

計画を着実に推進するものです。 

 

２ 基本計画の位置付けと計画期間 

⑴ 基本計画は、松本市文化芸術基本条例（平成１５年条例第４１号）及び松本市総

合計画（基本構想２０３０・第１１次基本計画）を具現化させる文化芸術分野の個

別計画として策定します。 

 

⑵ 文化芸術は、様々な分野に波及効果を及ぼす基盤としての側面を持ちます。基本

計画はこの点を踏まえ、まちづくり、教育、産業等の分野の関係する個別計画等と

の整合を図るようにします。 
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⑶ 計画期間 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

          

          

 

３ 基本計画の対象とする文化芸術の範囲 

 文化芸術基本法に規定された次の文化芸術を対象とします。 

芸術 

文学（俳句）、音楽（セイジ・オザワ 松本フェス

ティバル等）、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸

術（メディア芸術を除く。） 

メディア芸術 
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその

他の電子機器等を利用した芸術 

伝統芸能 

雅楽、能楽（薪能）、文楽、歌舞伎（信州・まつも

と大歌舞伎）、組踊その他の我が国古来の伝統的な

芸能 

芸能 
講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能

（伝統芸能を除く。） 

生活文化 
伝統的工芸・民藝・クラフト、茶道、華道、書道、

食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

出版物等 出版物及びレコード等 

文化財等 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

地域における文化芸術 

松本地域における文化芸術の振興及び地域振興のた

めの公演、展示、芸術祭、地域固有の伝統芸能及び

民俗芸能 

（月遅れのひな祭り、ぼんぼんと青山様、御柱祭、

三九郎、松本あめ市、コトヨウカ行事等） 

 他の個別計画と重複する分野については対象に含めるものの、内容的に当該個別

計画が優先する分野は、原則として当該個別計画に委ねます。 

 

 

 

基本構想２０３０ 

松本市文化芸術推進基本計画 （改訂）松本市文化芸術推進基本計画 
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４ 松本市の文化芸術を取り巻く状況 

⑴ 新型コロナウイルス感染症が与えた影響 

令和元（２０１９）年１２月に感染が確認されて以降、世界的に拡大した新型コ

ロナウイルス感染症は、文化芸術活動の継続に大きな影響を及ぼしました。緊急事

態宣言の発令などにより、文化芸術活動は不要不急のものであるかのごとく扱わ

れ、多くの活動が中止や延期、規模縮小を余儀なくされました。また、地域の礎と

して機能してきた祭礼や民俗芸能等の伝統行事にも大きな影響を与えました。 

一方で、文化芸術活動は世界の平和に寄与するものであるという共通認識によ

り、オンラインの活用による文化芸術活動の継続や、リアルな体験による観客との

一体感の共有の重要性が改めて確認されました。 

 文化芸術活動は人々のウェルビーイングのために必要不可欠であり、いかなる

状況においても歩みを止めない意識の醸成が重要です。 

 

⑵ 人口減少と少子高齢化の進行による影響 

令和５（２０２３）年の松本市の人口動態（令和６（２０２４）年１月１日現在）

は、県内市町村で最多の５０１人の社会増となり、転入者や移住者が多い状況です。

一方、自然増減は△１，４７４人となり、松本市全体の人口は２３５，４７５人 

（△９７２人）となりました。 

文化芸術分野においては、少子化による担い手不足が問題となっており、伝統文

化の継承が今後の課題として挙げられます。また、人口減少は文化芸術活動の鑑賞

者や文化施設の入館者の減少にもつながります。 

文化芸術分野は、子どもや高齢者を含む全ての人々が心身ともに健康で豊かな生

活を送るために重要であることから、少子高齢社会における需要や市場をより意

識する必要があります。持続可能なまちづくりを進めるため、文化芸術の力による

心豊かな社会形成を進めるとともに、移住促進及び関係人口の増加が必要となり

ます。 

 

⑶ デジタル化の急速な進展 

 現代社会は、デジタル化の急速な進展により表現や情報発信の形態が多様化し

ています。松本市では、情報通信技術の進化と普及に伴い、松本市総合計画（基本

構想２０３０・第１１次基本計画）の重点戦略として「ＤＸ・デジタル化」を掲げ

ています。デジタル技術を活用することで、文化芸術施設等の利便性の幅を広げる

とともに、デジタル技術を用いた文化芸術活動を推進する必要があります。 

 

⑷ 多様性を認め合う社会づくり 

 令和５（２０２３）年３月に制定した差別をなくし多様性を認め合うまちまつも

と条例（令和５年条例第２号）では、年齢、性別、人種、国籍、民族、信条、出自、

障がいなど、それぞれの違いに寛容なまちづくりを目指しています。人々が、文化

芸術活動により他者と交わることで互いを理解し、多様性を認め合うまちづくり
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に繋げていきます。 

 また、令和４（２０２２）年９月には第４次松本市障がい者計画（令和４    

（２０２２）年度～令和８（２０２６）年度）を策定し、障がい者団体と連携した

交流機会の場の推進や、生涯学習及び文化芸術活動への参加の促進を目指してい

ます。 

 

⑸ 持続可能な社会の実現 

 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）では、都道府

県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の削

減等のための総合的かつ計画的な施策を策定及び実施するように努めるものとさ

れています。こうした制度を踏まえ、松本市では松本市ゼロカーボン実現条例（令

和４年条例第２４号。令和４（２０２２）年６月施行）の施行やまつもとゼロカー

ボン実現計画（松本市地球温暖化対策実行計画）（令和４（２０２２）年８月改訂）

の策定を行い、持続可能な社会の実現を目指しています。 

 これらに合わせ、各文化施設等の脱炭素化に向けた取組みが必要となります。 

 

５ 国、県の文化振興施策 

⑴ 文化芸術推進基本計画（第２期） 

 政府は、文化芸術基本法の規定に基づき、令和５（２０２３）年３月に文化芸術

推進基本計画(第２期)（以下「第２期基本計画」という。）を策定しました。第２

期基本計画は、基本的には第１期基本計画を踏襲していますが、その成果と課題を

踏まえた表現の適正化が図られました。 

また、我が国の文化芸術を取り巻く状況の変化を踏まえ、文化芸術の本質的価値

及び社会的・経済的価値を創出し未来を切り開くことを目的としています。 

 

⑵ 博物館法の一部改正 

 昭和２６（１９５１）年制定の博物館法（昭和２６年法律第２８５号）は、社会

教育法（昭和２４年法律第２０７号）の精神に基づき、博物館の発展を図ることに

よって、「国民の教育、学術」とともに、「文化」の発展に寄与することを目的に掲

げてきました。 

平成２９（２０１７）年に、文化芸術施策の総合的な推進を図るために制定され

た文化芸術基本法の中では、博物館の充実は「文化芸術に関する基本的な施策」の

一つとして位置付けられ、博物館の活動が、文化芸術により生み出された価値の継

承・発展や、新たな文化芸術の創造において役割を果たし得ることが示されていま

す。 

このように、これまでも博物館に期待されてきた文化の発展に資する役割が、近

年制定された文化芸術基本法の中で改めて明確にされていることを踏まえて、令

和５（２０２３）年４月に施行された博物館法の一部を改正する法律（令和４年法

律第２４号）では、博物館法が、社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神にも基
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づくことを定めています。また、地域の多様な主体との連携及び協力による文化観

光などの活動を図り、地域の活力の向上に取り組むことを努力義務化しています。 

 

⑶ 文化財保護法の一部改正 

 令和３（２０２１）年６月、文化財保護法の一部を改正する法律（令和３年法律

第２２号）が施行されました。この改正により、文部科学大臣が有形文化財及び有

形の民俗文化財だけでなく無形文化財及び無形の民俗文化財も登録できるように

なりました。 

また、地方公共団体が、有形・無形文化財及び有形・無形民俗文化財のうち、保

存及び活用のための措置が特に必要とされるものを、当該地方公共団体の文化財

に関する登録簿に登録できるとともに、国の文化財登録原簿への登録を提案でき

るよう併せて改正されました。 

 

⑷ 障がい者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第２期） 

 文部科学省及び厚生労働省は、障がい者による文化芸術活動の推進に関する法

律（平成３０年法律第４７号）第７条に基づき、令和５（２０２３）年３月に障が

い者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第２期）を策定しました。

文化芸術活動を通じて障がい者の個性と能力が発揮され、社会参加が促進される

ことを目的としています。 

 

⑸ 第２次長野県文化芸術振興計画 

 長野県は、文化芸術基本法第７条の２第 1 項に規定する地方文化芸術推進基本

計画に基づき、令和５（２０２３）年３月に第２次長野県文化芸術振興計画を策定

しました。「文化芸術の価値を高め、支える、ひろげる、つながる、信州のゆたか

な未来」を目標に掲げ、地域主体の文化芸術活動の推進を重点的施策として定めて

います。 

 

６ 三ガク都松本の文化芸術と目指す姿 

 文化芸術基本法第４条には、地方公共団体の責務として、文化芸術に関して自主的

かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し、実施することが記述されてい

ます。文化とは、広義に捉えると人間と人間の生活に関わる総体であり、長い歴史の

中で独自の自然環境や社会環境に基づき培われた全ての事柄であるといえます。 

松本市は、先人のたゆまぬ努力により歴史を刻み、市民一人ひとりの豊かな感性と

創造性により、地域に根差した独自の文化芸術を育んできました。その特性を踏ま

え、松本市総合計画（基本構想２０３０・第１１次基本計画）の基本理念に「豊かさ

と幸せに挑み続ける三ガク都」を掲げ、市民が「松本らしさ」に誇りを持てるよう、

目標や方向性を検討しました。 
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⑴ 岳（自然豊かな環境に感謝できる） 

松本市は、東に標高２,０００メートルの美ケ原高原、西に標高３,０００メート

ル級の峰々が連なる北アルプス山岳が広がり、日本の屋根と言われる山岳地帯か

ら松本平と呼ばれる盆地まで変化に富んだ地勢を形成しています。 

周囲を山々に囲まれた複合扇状地の市街地では豊富な地下水がいたる所に湧き

出しており、豊かな自然の中に人々の暮らしが溶け込み多様な文化芸術を生み出

しています。 

 

⑵ 楽（文化・芸術を楽しむ） 

 戦後、松本市は民藝による地場産業の復興を計画しました。昭和２１（１９４６）

年には日本民藝協会長野県支部が結成、昭和３７（１９６２）年には「松本民芸館」

が開館、昭和５１（１９７６）年には松本家具が家具業界で初めて通商産業大臣（現

経済産業大臣）から伝統的工芸品に指定されています。全国からものづくりを志す

若者が集まる工芸のまちとして栄え、他地域から伝承されたものや松本城下の特

性が色濃く残るものなどが数多く継承されています。現在は、全国各地から様々な

ジャンルの工芸作家が出店するクラフトフェアまつもとが昭和６０（１９８５）年

から約４０年にわたり開催されています。 

また、松本市にはその他にも文化芸術を国内外に発信するイベントが多数存在し

ます。これらのイベントはボランティアや市民サポーターによって支えられてお

り、市民の文化芸術への関心の高さが継続的な開催につながっています。 

 

⑶ 学（共に生涯学び続ける）  

 松本市は、明治時代に市民の浄財をもとに初等教育の場として旧開智学校を開

校し、大正時代には当時の市年間予算を超える巨費を投じて旧制松本高等学校を

誘致するなど、学びを基軸としたまちづくりが行われました。 

伝統的に教育や文化を重んずる気風から、公民館数が全国で一番多い長野県の中

でも松本市が一番多く、学びの場を設けることを大切にしています。また、登録博

物館も多数存在し、学都松本として、学び続ける・共に学ぶ・時代に引き継ぐまち

を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目指す姿＞ 

文化芸術で人と人がつながり、まちに 

魅力と活気があふれる三ガク都・松本 

 



第２章 文化芸術基本計画（改訂案） 

28 

 

７ 松本市の目標 

 松本市文化芸術基本条例第７条に基づき、松本市の３つの目標を設定します。 

⑴ 松本市文化芸術基本条例第７条 

ア 文化芸術に関する施策の総合的な推進に関すること。 

イ 文化芸術活動の環境の整備及び充実に関すること。 

ウ 文化芸術を担う人材の養成及び確保に関すること。 

 

⑵ 松本市の３つの目標 

ア 市民の誰もが自由に文化芸術に親しむことができる 

市民のウェルビーイングのために、文化芸術は必要不可欠です。 

性別、年齢、障がいの有無、性的指向、人種、国籍などに関わらず、全ての人

が文化芸術を創造し享受することは、社会参加の機会を開き、心豊かな市民生活

と活力ある社会の実現につながります。誰もが広く文化芸術を楽しめる機会をつ

くり、人々の笑顔があふれるまちを創造します。 

 

イ 松本独自の文化芸術を継承しながら、新しい松本の文化芸術を創造する 

松本市では、これまでに数々の優れた文化芸術を国内外に発信し、松本市を代

表する作品展示や文化芸術イベントを展開してきました。 

また、手仕事の職人が多く住む城下町として栄え、独自の文化を育んできたこ

とから、現在では民間団体が繰り広げるクラフトフェアまつもとやマツモト建築

芸術祭などのアート活動が松本の新たな顔となり、国内外に向け発信されていま

す。「松本らしさ」の継承と創造の源は、市民一人ひとりです。心豊かに生きて

いくために欠かせない文化芸術の力で、人と人とをつなげ、相互に理解し尊重し

あえる社会を形成します。 

 

ウ さまざまな分野との連携により、課題解決や地域の活性化につなげる 

文化芸術の持続的な発展のためには、社会のあらゆる場面で文化芸術の力が一

層活かされていくことが必要です。 

教育分野、福祉分野、観光振興などあらゆる分野で文化芸術の力が活用され、

また、文化施設や活動団体の連携により、文化芸術が多面的に広がるよう、市民

による文化芸術活動の裾野を広げます。 
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８ 施策の体系及び主な取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【目指す松本市の姿】 

文化芸術で人と人がつながり、まちに魅力と 

活気があふれる三ガク都・松本 
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平成8（1996）年4月に開館した鈴木鎮一記念館は、
鈴木鎮一氏（名誉市民）の住宅の保存を図るととも
に、鈴木氏に関する資料などを展示公開することに
より、広く文化の向上に資することを目的として設
置されている。

もともと、この建物は、鈴木氏が昭和26（1951）
年から平成6（1994）年までにお住まいになられたと
ころで、才能教育運動の萌芽、発展、海外進出の大
きな時代を迎え、過ごされた場所である。

その後、松本市が鈴木氏から譲り受け、松本から
発信された教育大革命の祖、鈴木鎮一氏の功績を讃
え、後世に遺すべく、記念館として開設された。

現在は、「三ガク都」の音楽・芸術の「楽都」の
礎となる場所の一つである。
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１ 推進体制 

 心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現を図るため、文化芸術行政を推進する

体制を明確にし、それぞれが役割を果たし、連携・協働して取組みを進めます。 

⑴ 松本市 

 市民が等しく文化芸術を創造し、享受することができるような環境の整備を行

い、個性と魅力にあふれた文化芸術に関する施策を推進します。文化振興のマネ

ジメント役として、文化芸術推進基本計画に基づく事業を実施するとともに、市

民のニーズや社会状況に合わせた適切な進捗管理を行っていきます。 

また、文化芸術に対する市民の関心及び理解を深め、将来にわたって文化芸術

が発展するよう努めます。 

 

⑵ 文化芸術団体等 

 文化芸術活動の実践者であり、地域の文化芸術活動の担い手として、後進の指

導や育成、団体相互の交流を促進することが期待されます。市と文化芸術団体で

協働を図りながら、市民が文化芸術に触れ親しむ機会の提供や継承などに取り組

みます。 

 

⑶ 一般財団法人松本市芸術文化振興財団 

 この法人は、文化施設等の管理運営及び施設を活用した事業の推進により、市

民の自主的な文化芸術活動を促進するとともに、優れた文化芸術に触れる機会を

提供し、地域文化の継承・発展・創造を図り、もって、心豊かな活力ある社会の

形成に寄与することを目的に設置された団体です。 

文化芸術の推進組織として、財団がこれまで文化芸術の分野で担ってきた知識

と経験を生かすとともに、財団の事業や組織運営の見直しを図りながら、市との

連携により文化芸術の発展を図ります。また、市との連携により市民が文化芸術

に触れる機会の創出、人材育成及び文化芸術活動への参加を支援していきます。 
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２ 基本計画の評価検証 

計画期間の中間年（令和７（２０２５）年）及び最終年前年（令和１１ 

（２０２９）年）に市民アンケートを実施し、基本計画推進の効果検証を行うとと

もに、意見を反映した事業等を実施します。また、市内で活躍する個人・団体につ

いて実態調査を実施し、文化芸術活動者とのコミュニケーションを図り、連携でき

る体制を構築します。 

 

目標１ 市民の誰もが自由に文化芸術に親しむことができる 

基本施策 施策の方向性 評価指標 Ｒ３値 目標値 

市民の文

化芸術に

親しむ機

会の拡充 

①文化芸術に触

れる機会の充実 

松本市の文化芸術施策に対す

る満足度 
36.7％ 45.0％ 

②多様な情報発

信 

文化芸術に関する情報の発信

に対する満足度 
33.6％ 40.0％ 

文化芸術

活動者へ

の支援の

充実 

①アートと社会

をつなぐ相談・支

援窓口の設置 

文化芸術に関する情報の発信

に対する満足度 
33.6％ 40.0％ 

②文化芸術イベ

ントのサポータ

ーの育成 

文化ボランティアに参加した

いと思う人の割合 
81.6％ 85.0％ 

③表現の場の創

出 

文化芸術活動の場の提供に対

する満足度 

文化芸術活動の発表機会の提

供に対する満足度 

25.1％ 

 

22.6％ 

30.0％ 

 

30.0％ 

④顕彰 

文化芸術に関する情報の発信

に対する満足度 

アーティストの発掘及び支援

に対する満足度 

33.6％ 

 

9.8％ 

40.0％ 

 

15.0％ 
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目標２ 松本独自の文化芸術を継承しながら、新しい松本の文化芸術を創造する 

基本施策 施策の方向性 評価指標 Ｒ３値 目標値 

「松本ら

しさ」を代

表する文

化芸術の

更なる発

展 

①伝統的工芸・民

藝・クラフト文化

の発展 

工芸等文化芸術に関連する産

業の振興に対する満足度 
19.0％ 25.0％ 

②松本独自事業

の更なる展開 

市の魅力を向上するために文

化芸術活動が必要と答えた割

合 

95.6％ 98.0％ 

③新たな事業の

展開 

市の魅力を向上するために文

化芸術活動が必要と答えた割

合 

95.6％ 98.0％ 

文化財・伝

統芸能の

保存と継

承 

①地域の文化財

の保存と活用 

文化財保護のための取組みに

対する満足度 

文化財等の観光への活用に対

する満足度 

43.5％ 

 

42.1％ 

50.0％ 

 

50.0％ 

②地域の伝統・民

俗芸能の継承 

地域の伝統行事などの後継者

育成の促進に対する満足度 
10.5％ 15.0％ 

 

目標３ さまざまな分野との連携により、課題解決や地域の活性化につなげる 

基本施策 施策の方向性 評価指標 Ｒ３値 目標値 

さまざま

な分野と

の連携に

よる地域

の課題解

決 

①教育分野との

連携 

子どもの文化芸術に触れる機

会の提供に対する満足度 
27.5％ 35.0％ 

②健康、医療、福

祉分野との連携 

健康、医療、福祉分野等にお

ける文化芸術の活用事業数

（年間） 

なし 5事業 

③観光分野との

連携 

文化財等の観光への活用に対

する満足度 
42.1％ 50％ 

④関係機関の連

携強化 

文化芸術団体の交流機会の提

供数（年間） 
なし 3事業 
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指定管理
（委託料
方式）
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直営

直営

常設展示室、企画展示室、記念展示室な
ど。こども創作館・市民アトリエ・市民
ギャラリー等は創作・発信の場として利
用可能
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※H27は該当なし。なお、松本市芸術文化表彰規程（S40～H18）による表彰者は省略

表彰年度 表彰区分 氏　　名（本　　名） 分　　　野

Ｈ19 大賞 大澤　城山
ジョウザン

 （範行
 

） 生活文化（書道）

Ｈ19 功労 まつもと演劇連合会 芸術（演劇）

Ｈ20 大賞 豊田
トヨダ

　耕兒
コウジ

芸術（音楽）

Ｈ20 功労 笠原　泰山
タイザン

生活文化（書道）

Ｈ20 功労 松本クラフト推進協会　 芸術（美術）

Ｈ21 功労 NPO法人コミュニティシネマ松本CINEMAセレクト メディア芸術（映画）

Ｈ21 功労 中信華道会 生活文化（華道）

Ｈ21 功労 中信三曲協会　 芸術（音楽）

Ｈ21 奨励 吉野　和彦 メディア芸術（映画）

Ｈ22 功労 松本交響楽団　 芸術（音楽）

Ｈ22 奨励 猿田　泰寛 芸術（音楽）

Ｈ23 功労 ハーモニーメイト 芸術（音楽）

Ｈ23 奨励 中尾　和正 芸術（音楽）

Ｈ24 大賞 花岡　千春 芸術（音楽）

Ｈ24 奨励 まつもと市民オペラ実行委員会 芸術（音楽）

Ｈ25 大賞 二山　治雄 芸術（バレエ）

Ｈ25 功労 髙橋　利夫 芸術（音楽）

Ｈ25 功労 ＳＫ松本ジュニア合唱団 芸術（音楽）

Ｈ25 功労 保田　紀子 芸術（音楽）

Ｈ25 奨励 山本　政己 芸術（児童文学）

Ｈ26 功労 美咲　蘭　（大垣　住江） 芸術（演劇）

Ｈ26 功労 孤月会 芸術（美術）

Ｈ26 奨励 波田少年少女合唱団 芸術（音楽）

Ｈ26 奨励 宮坂　朝子 芸術（文学）

Ｈ28 功労 四賀コンサート実行委員会 芸術（音楽）

Ｈ28 奨励 小俣
　オマタ

　麦
ムギ

穂
ホ

（小俣　智美
　オマタ　　　トモミ

） 芸術（文学）

Ｈ30 大賞 清沢　飛雄馬 芸術（バレエ）

Ｈ30 奨励 小嶋　陽太郎 芸術（文学）

Ｒ元 功労 大澤　一仁（逸山）
オオサワ   　　カズヒト　　イツザン

生活文化（書道）

Ｒ2 大賞 高橋
タカハシ

　あず美
ミ

芸術（音楽）

Ｒ2 功労 山村
ヤマムラ

　幸夫
ユキオ

生活文化（松本家具）

Ｒ2 功労 吉野
ヨシノ

　恵美子
エミコ

芸術（音楽）

Ｒ3 功労 渡辺　邦子 芸術（音楽）

Ｒ3 功労 中村　雅夫 芸術（音楽）

Ｒ3 奨励 アオイヤマダ 芸術（舞踊）

Ｒ4 功労 和泉家　志ん治（前田　信二） 芸能（落語）

Ｒ4 功労 太田　正子 生活文化（デザイン）

Ｒ4 功労 高野　苺 メディア芸術（漫画）

Ｒ4 功労 松本シティーマーチングバンド 芸術（音楽）

Ｒ5 特別栄誉 串田　和美 芸術（演劇）

Ｒ5 大賞 山崎　貴 メディア芸術（映画）

Ｒ5 功労 楽団「ケ・セラ」 芸術（音楽）

Ｒ5 奨励 清水　貴栄 メディア芸術（アートディレクター）

Ｒ5 奨励 Ｒｅｏｌ（れをる） 芸術（音楽）
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2022 Ｒ4 ★文化芸術推進基本計画（第2期）

★障がい者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第2期）

★長野県）第2次長野県文化芸術振興計画

2023 Ｒ5 博物館法の一部を改正する法律
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■「松本市文化芸術推進基本計画」を策定

2023 年 ３ 月 Ｒ5 「差別をなくし多様性を認め合うまちまつもと条例」を制定

11 月 「松本まちなかアートproject運営会議設置要綱」を設置
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2023 年 10 月 Ｒ5 松本市立博物館（基幹博物館）が開館
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2022 R4 まつもと街なか大道芸＆ジャズフェスティバル

2023 R5 映画監督 山崎貴の世界 まちなか出張展

第2回まつもと街なか大道芸＆ジャズフェスティバル

第8回まつもと市民オペラ「山と海猫」2023年版
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改正 平成二九年六月二三日法律第七十三号

同三〇年六月八日同第四十二号

令和元年六月七日同第二十六号
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（平二九法七十三・改称）附則
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附 則（平成二九年六月二三日法律第七十三号） 抄

附 則（平成三〇年六月八日法律第四十二号） 抄

附 則（令和元年六月七日法律第二十六号） 抄
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策定及び見直しまでの経過

年 度

令和2年 3月25日 庁議 基本計画の策定について報告

8月 4日 第1回審議会 現状認識及び骨子案について

9月29日 第1回庁内連絡会議 現状認識及び骨子案について

10月13日 第2回審議会 具体的施策Ⅰ・Ⅱについて

11月26日 第3回審議会 具体的施策Ⅲ・Ⅳについて

2月26日 第4回審議会 計画素案の協議

3月26日 第2回庁内連絡会議 計画素案の協議

令和3年 5月10日 庁議 計画（案）の協議

5月25日 経済文教委員協議会 計画（案）の協議

6月 1日 第1回審議会 計画（案）の協議

6月 4日 パブリックコメント パブリックコメントの実施（～7月4日まで）

7月30日 第2回審議会 最終案の報告

8月30日 庁議 パブリックコメントの結果報告

9月17日 経済文教委員協議会 パブリックコメントの結果報告

令和5年 8月31日 第1回審議会 基本計画の見直しについて協議

3月19日 第2回審議会 見直し（案）の協議

令和6年 5月28日 第1回審議会 見直し（案）の協議

6月25日 庁内関係課会議 見直し（案）の協議

8月29日 市教育委員会 市教育委員会から意見聴取

9月25日 庁議 見直し（案）の協議

10月16日 経済文教委員協議会 見直し（案）の協議

1
活動者
代表 宮嶋

みや じま

弘樹
ひ ろ き 会社員

楽都・まつもとプロデュースチーム　リーダー
５期
副会長

2 〃 瀧沢一以
たきざわかずゆき

手仕事扱い処ゆこもり　主宰 ５期

3
学　識
経験者 笹本

さ さ もと

正治
し ょ う じ 長野県立歴史館特別館長、信州大学名誉教授

(中近世日本史)
５期
会長

4 〃 倉澤
く ら さ わ

　聡
さとる

都市計画家 ５期

5 〃 西尾
に し お

尚子
しょ うこ

駒沢女子大学　人間総合学群　住空間デザイン学類　講師
Ｒ５より
１期

6 公　募 辻本
つじもと

敬
けい

太
た

会社員 ５期
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